
第 7章 地域別構想

99

都市機能が集積する中心市街地として魅力向上を図るまちづくりの推進

『 中心市街地の賑わいと活力の感じられるまち 』

2－5.中央地域

■中央地域の概況

■中央地域の現状と課題

■中央地域の将来像

中央地域は、本町の中心市街地であり、住民が生活する上で必要な商

業施設や医療施設、足寄町役場等の行政施設、福祉施設などの都市機能

が集積する地域です。国道に面して道の駅あしょろ銀河ホール 21 があ

り、町民をはじめ来訪者も多く訪れ、本町市街地における交流拠点とな

っています。

●あしょろ銀河ホール 21 周辺は、町民生活を支え、町内外の交流に寄

与する中心生活交流拠点として、商業機能及び観光案内、景観形成を

推進し、魅力的な空間を創出することが必要となっています。

●土地区画整理事業により良好な住宅地が形成されていますが、一部エ

リアにおいては水害の防災対策の推進が必要となっています。

●地域の東側エリアには足寄町役場、足寄消防署、町民センター等の公

共施設が集積し、本町の行政サービスの拠点となっています。
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■中央地域の整備方針

【土地利用】

●あしょろ銀河ホール 21 周辺エリアは、まちの顔としての魅力向上

を図るため、国道沿線等の商業機能や観光案内、沿道サービス等の

充実と、花木等によるホスピタリティ豊かな景観形成を推進しま

す。

●中島通周辺については、専用住宅地としての良好な住環境の維持・

保全に努め、水害に対する防災対策を推進します。

【交通】

●避難路の確保や、住民にとって重要な生活道路の交通機能の維持・

向上を図ります。

【公園緑地等】

●中央公園の再整備の推進をはじめ、地域内の公園は、身近なレクリ

エーション活動の場、災害時の避難場所として、老朽化施設の改修

等を行うなど、安心・安全に利用できる施設の維持管理に努めま

す。

●癒し・潤い空間として佐野川緑地・散策路や町内の公園等を結ぶ緑

のネットワークの形成を推進します。

【防災・公共公益施設等】

●水害に対する予防・安全対策の推進を図ります。

●公共公益施設等の避難所・避難場所としての機能の維持・向上を図

ります。

●特に足寄町役場等の行政サービス拠点内の施設に関しては、水害に

対する防災機能を強化し、行政サービスの維持・向上に努めます。
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安全で快適な住環境を創出するまちづくりの推進

『 安全・快適に暮らすことのできるまち 』

2－6.下愛冠地域

■下愛冠地域の概況

■下愛冠地域の現状と課題

■下愛冠地域の将来像

下愛冠地域は、本町の北側に位置する市街地と周辺の農地で構成され

る地域で、市街地内は 2 か所の公営団地をはじめ一般住宅地としての

土地利用が大半を占めていますが、国道 242 号西側の一部が工業関連

業務地となっています。近隣公園も整備されており、良好な住環境が形

成されていますが、一部のエリアは、土砂災害の危険区域となっていま

す。

●土砂災害の危険区域があり、良好な住環境を維持・保全するために、

防災対策の推進が必要となっています。

●避難路の確保や、住民にとって重要な生活道路の改修・整備の推進が

求められています。

●下水道が未整備の地区があり、整備推進が求められています。

●残存する工業関連業務地に関しては、周辺の住環境に配慮した土地利

用の推進が求められています。
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■下愛冠地域の整備方針

【土地利用】

●一般住宅地については、良好な住環境の維持・保全に努め、土砂災

害危険個所周辺については、防災対策の推進を図ります。

●工業関連業務地は、住環境に配慮した土地利用の推進を図ります。

●用途地域外の郊外部は市街化を抑制し、農地の景観を保全します。

【交通】

●避難路の確保や、住民にとって重要な生活道路の交通機能の維持・

向上を図ります。

【公園緑地、下水道等】

●近隣公園である北星公園は、地域住民の憩い・レクリエーション活

動の場、災害時の避難場所として、老朽化施設の改修等を推進し、

安心・安全に利用できる施設の維持管理に努めます。

●下水道未整備地区に関しては、整備推進を検討します。

【防災・公共公益施設等】

●土砂災害の防災対策を推進します。

●下愛冠コミュニティセンターや北星公園等の避難所、避難場所とし

ての機能の維持・向上に努めます。特に、下愛冠コミュニティセン

ターに関しては、土砂災害特別警戒区域に位置することから、対応

策の検討を推進します。

●浄化センターし尿処理場は、現在は帯広市にてその機能が確保され

ていることから、都市計画の廃止に向けて検討を行います。
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